
 庁議付議事案書  

                             開催・令和 ６年 12月 25日 

 所管部課 教育部教育指導課  部長 田口 茂夫  

件 名 
東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一 

 部を改正する規則について 区分  １審議事項 〇 ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

東大和市非常勤職員の報酬等に関する条例 

東大和市会計年度任用職員の報酬等に関する規則 

 部課 

 機関 
総務部職員課 

１．要 旨 

（１）改正理由 

会計年度任用職員への勤勉手当の支給開始に伴い、東大和市教育委員会都費負担 

会計年度任用職員の報酬等に関する規則を一部改正するものである。 

 

（２）主な改正点 

① 第１条に規定する、金額等の必要な事項を定めるものに勤勉手当を追加 

② 第８条に、勤勉手当の支給対象外職員に関する規定を追加 

③ 第９条に、勤勉手当の基礎額に関する規定を追加 

④ 第１０条に、勤勉手当の成績率に関する規定を追加 

⑤ 第１１条に、勤勉手当の支給割合に関する規定を追加 

⑥ 上記の一部改正に伴う、条の繰り下げ 

 

（３）施行日 

公布日とする。 

 

（４）影響及び効果 

東大和市教育委員会都費負担会計年度任用職員に対して、勤勉手当を適切に 

支給することができる。 

 

  ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 （１）令和６年１１月 総務課において審査済み。 

 （２）令和６年１２月２３日開催の令和６年第１２回東大和市教育委員会定例会において 

承認済み。 

 ３．留意事項（問題点等） 

特になし。 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

   庁議終了後、速やかに改正手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


